３　給付等

	制　度　名　称
	内　　　　　　　　容

	⑴　補装具費の支給

窓口

…障がい福祉室
　障がい者相談支援
センター



























※大阪府障がい者
自立相談支援ｾﾝﾀｰ
 　大阪市住吉区大領
３－２－36
(電話　6692－5262)
(FAX　6692－5340)


※吹田市立総合福祉
会館
 　出口町19－２
(電話　6339－1201)
(FAX　6339－1202)
	身体上の障がいを補い、日常生活又は職業生活を容易にするため、身体障がいの種類や障がいの程度に応じて補装具費を支給します。

・事前申請が必要です。（すでに購入されたものは対象外です。）

・制度の優先順位
　①自動車損害賠償責任保険②労災保険法③健康保険法④介護保険法⑤補装具
　＊労災や事故による受傷、治療用装具、介護保険対象用具の場合、各保険が優先されます。
　＊義肢、装具、義眼は、初回作製の場合、原則医療保険での作製となります。

・主な補装具
視覚障がい者安全つえ（白杖）、義眼、眼鏡、補聴器（原則片耳のみ）、
重度障がい者用意思伝達装置、※歩行補助つえ（Ｔ字状・棒状を除く）、
義肢、装具、姿勢保持装置、※車椅子、※電動車椅子、※歩行器

※印の付いている用具は、原則介護保険制度の優先利用となります。
※40歳以上65歳未満の方でも介護保険の対象となる場合があります。(P.66)


・費用負担
＊原則､基準額の1割負担。但し､生活保護世帯･市町村民税非課税世帯は負担なし。
＊負担上限月額　37,200円。
＊18歳以上の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の世帯は支給対象外。

・必要書類等…申請書、見積書、医師の意見書、処方、調査書、マイナンバーカード又は番号確認書類、身障手帳、（市民税課税証明書）


	
	
・補装具費支給申請手続の流れ（判定依頼）
大阪府


				障がい福祉室
業者と相談
(見積書発行)
補装具業者
補装具費
支給券交付
補装具費申請


 
 
  直接判定：一部の補装具は大阪府担当者の面接による判定があります。

実 施 日
実　　施　　場　　所
受 付 実 施 時 間
 毎週火曜日
大阪府障がい者自立相談支援センター
14：00～15：30
奇数月
吹田市立総合福祉会館
14：00～16：00
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